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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

　当社は、2024年９月３日開催の取締役会において、当社の特定子会社を解散し、清算することを決議いたしましたので、

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、臨時報告書

を提出いたしました。

　しかしながら、2025年11月５日開催の取締役会において、同社の取得を検討している中国国内企業との間で条件面におい

て双方の基本合意が図れたことから同社の解散・清算を取りやめ、当社が有する全持分を譲渡することについて決議し、金

融商品取引法第24条の５第５項及び同項において準用される同法第７条第１項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を

提出いたしました。

　その後準備を進めてまいりましたが、譲渡先に契約上の義務違反が生じたため、この度同社株式の譲渡を中止し、解散、

清算することを決定いたしました。

　そのため、臨時報告書の一部に変更が生じましたので、金融商品取引法第24条の５第５項及び同項において準用される同

法第７条第１項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

１　提出理由

２　報告内容

(3）当該異動の理由及びその年月日

 

３【訂正内容】

訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。

 

１　提出理由

　　（訂正前）

当社は、2024年９月３日開催の取締役会において、当社の特定子会社を解散し、清算することを決議いたしましたの

で、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨

時報告書を提出いたしました。

しかしながら、2025年11月５日開催の取締役会において、同社の取得を検討している中国国内企業との間で条件面にお

いて双方の基本合意が図れたことから同社の解散・清算を取りやめ、当社が有する全持分を譲渡することについて決議い

たしましたので、金融商品取引法第24条の５第５項及び同項において準用される同法第７条第１項の規定に基づき、臨時

報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

　　（訂正後）

当社は、2024年９月３日開催の取締役会において、当社の特定子会社を解散し、清算することを決議いたしましたの

で、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、臨時

報告書を提出いたしました。

しかしながら、2025年11月５日開催の取締役会において、同社の取得を検討している中国国内企業との間で条件面にお

いて双方の基本合意が図れたことから同社の解散・清算を取りやめ、当社が有する全持分を譲渡することについて決議

し、金融商品取引法第24条の５第５項及び同項において準用される同法第７条第１項の規定に基づき、臨時報告書の訂正

報告書を提出いたしました。

その後準備を進めてまいりましたが、譲渡先に契約上の義務違反が生じたため、この度同社株式の譲渡を中止し、解

散、清算することを決定いたしました。そのため、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣

府令第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
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２　報告内容

(3）当該異動の理由及びその年月日

　　（訂正前）

①　異動の理由　：当該特定子会社持分の譲渡により、同社が当社の特定子会社ではなくなるため

②　異動の年月日：2026年２月12日（予定）

 

　　（訂正後）

①　異動の理由　：当該特定子会社の解散及び清算のため

②　異動の年月日：今後、現地の法律に従い解散及び清算手続を開始しますが、清算結了の具体的な時期につきまして

は、現時点において未定です。

 

以　上
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